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⼼のバリアフリー研修会
      �in��三重県総合博物館

観光庁「観光施設における⼼のバリアフリー認定制度」とは
制度について
観光庁が令和２年１２⽉創設。バリアフリー対応・情報発
信に積極的に取り組む施設を対象とした認定制度。
⾞いすトイレやエレベーターなどの「設備の有無」ではな
く、⾞いすの貸し出しや視覚障がい者・聴覚障がい者への
対応などといった「ソフト⾯での取り組み」が認定の基準
となります。

※1　認定の対象となる博物館は、「博物館法（昭和26年法律第285号）第２条第１項に規定する博物館及び同 法第31条の規定により博物館に相当す
        る施設として指定された施設」となります。（観光庁webサイトより)

オプショナルツアー 
�ＭｉｅＭｕ学芸員さんによるバリアフリー展⽰の解説 
�講��師 三重県総合博物館 �⽥村�⾹⾥⽒

その1 座学「さまざまな障がいを持つ⽅への対応」 
その2 館内バリアフリー⾒学 
講��師 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター

⾞いす使⽤者や⽬の不⾃由な⽅にも配慮
誰もが楽しめる素敵な⼯夫がいっぱい！

対 象

認定対象�：�宿泊施設、飲⾷店、観光案内所、博物館�※1

認定のための3つの基準
施設のバリアフリー性能を補完するための措置を３つ
以上⾏っている
バリアフリーに関する教育訓練を年に1回以上実施
⾃社のウェブサイト以外のウェブサイトでバリアフリ
ー情報を積極的に発信

第2部�13 : 0 0〜14 : 0 0 
基本展⽰の⼊館料（520円）が必要です 

第1部�10 : 0 0〜12 : 0 0 
参加無料

認定基準「バリアフリーに関する教育訓練」に相当！Point！ Point！

三重県では、地域が⼀体となり「⼼の
バリアフリー」の意識を向上させ、誰
もが安⼼して訪れることのできるバリ
アフリーの観光地づくりを推進するた
め、「観光施設における⼼のバリアフ
リー認定制度」への登録を促進してい
ます。

2025年1⽉21⽇(⽕)
集合：三重県総合博物館
     (津市⼀⾝⽥上津部⽥3060）
������������3階レクチャールーム
定員：第1部、第2部とも30名

(いずれか⼀⽅のみの参加も可能です）

令和6年度 三重県版バリアフリー観光推進事業

NPO法⼈ 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター TEL�0599-21-0550 
FAX�0599-21-0585

QRコードからも
お申込み
できます

いただいた情報は、本事業以外の⽤途では使⽤いたしません。

お申込み・お問合せ

県内の博物館、美術館、資料館などの⽂化施設に関わる⽅
その他、バリアフリー対応などに興味のある⽅ならどなたでも

本研修は三重県からの委託を受け実施いたします。
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本研修は三重県からの委託により実施いたします


